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会 議 録 
会議名 令和５年度 第１回 垂井町地域公共交通会議 

日 時 令和５年６月２１日（水）１３：３０～１４：２０ 

場 所 垂井町役場２階 協議会室 

出席者 委員総数１５名中、１５名（うち代理３名） 事務局３名 

次 第 １ 会長あいさつ 

２ 議事  

（１）令和５年度予算及び垂井町地域公共交通計画策定支援業務 

発注について 

（２）令和６年度生活交通確保維持改善計画について 

３ その他 

議事要旨 

 

【事務局長】 

それでは 定刻となりましたので、ただいまから、第１回垂井町地域公共交

通会議をはじめさせていただきます。私は、本日の会議の進行をさせていただ

きます企画調整課の小森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。次第

に入ります前に、皆様には委員名簿と席次表を配布させていただいておりま

す。これをもちまして、委員の皆様のご紹介とさせていただきますので、よろ

しくお願い申し上げます。また、略式ではございますが、委嘱状をお席の方に

置かせていただいておりますので、よろしくお願い申し上げます。それでは、

はじめに本会議の会長であります藤塚副町長が、ごあいさつを申し上げます。 

【会長】 

皆さん改めまして、こんにちは。副町長の藤塚でございます。本日は大変お

忙しい中にもかかわらず、令和 5 年度第 1 回垂井町地域公共交通交通会議に

ご出席いただきましてありがとうございます。また日頃からですね、本町の地

域交通に関しまして、ご理解とご協力を賜りまして、重ねて御礼を申し上げる

ところでございます。新型コロナウイルスの感染症につきましては、5 月 8 日

からインフルエンザと同じ第５類に位置付けられました。社会生活におきま

しては、活気が戻ってきたというところでございます。しかしながら感染症

が、弱まったわけではございません、また岐阜県においては、感染者多いとい

うことを聞いておりますので、感染対策には十分気をつけていただきたいと

思っております。さて、本町の巡回バスでございますけれども、今のところ事

故も無く、順調に運行しているというふうに思っております。そんな中でです

ね、高齢化の進展や、運転免許証の自主返納によりまして、改めて巡回バスの
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必要性を感じているところでございます。今後におきましても、お客様の声を

大事に安全安心な運行に努めて参りたいというふうに思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。本日は、レジメのとおりですね、議事 2 件

を予定しておりますので、それぞれよろしくお願いしたいと思います。 

【事務局長】 

ここで、本日の会議の出席者数について、報告させていただきます。１５名

の委員数のうち、代理出席の方を含め、１５名の方に出席をいただいておりま

すので、本会議が成立していることをご報告申し上げます。それでは、次第の

二つ目の議事に入りたいと思います。本会議の会議は、設置要綱第６条第１項

により、会長が議長を務めることとなっておりますので、会長よろしくお願い

します。 

【会長】 

はい。それでは議事に入らせていただきます。令和５年度予算及び垂井町地

域公共交通計画策定支援業務発注について、事務局より説明を求めます。 

【事務局】 

企画調整課の髙田と申します。失礼ながら座って説明をさせていただきま

す。最初に配付資料の確認をさせていただきます。会議次第、委員名簿、配席

図、資料 １、資料 ２、資料 その他 がございます。よろしいでしょうか。 

議事(１)の説明の前に、補足説明といたしまして、机の上に置かせていただい

た「地域公共交通調査等事業（地域公共交通計画等の策定への支援）」という

国交省の資料をご覧ください。この資料に記載のとおり、地域公共交通計画の

策定につきましては、補助対象事業者が地域公共交通活性化再生法に基づく

協議会、つまり本会議となります。本会議の予算において、国からの補助金と、

垂井町からの補助金を活用しまして、垂井町地域公共交通計画を策定してま

いります。補足説明は以上でございます。 

それでは、議事の（１）につきまして、資料１の１ページ目、令和５年度予

算書についてご説明いたします。１歳入でございます、国庫補助金   ８２

２，０００円、町補助金 ２，４６６，０００円、計  ３，２８８，０００円

でございます。続きまして、２歳出でございます、事業費  ３，２８８，０

００円、計  ３，２８８，０００円でございます。 

続きまして、業務発注についてご説明いたします。今年度、垂井町地域公共

交通計画策定支援業務を発注いたします。業務内容は、垂井町地域公共交通計

画の策定、地域公共交通会議の運営支援でございます。予算について、皆様の

同意をいただいた場合、本日入札を執行する予定でございます。契契約期間

は、令和６年３月２９日まで、業務委託先につきましては、平成２６年度策定

の垂井町地域公共交通計画から携わり、垂井町の公共交通に関し全体を通し
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て認識している、株式会社テイコクとの随意契約を予定しております。業務の

詳細でございますが、資料１の２ページ目に記載してありますように、地域の

現状整理、公共交通の現状整理、現計画の達成度検証を行い、現在の垂井町の

公共交通の課題及び基本的な方針・目標を検討します。そして、垂井町第６次

総合計画などの上位・関連計画と整合を図りながら、方針・目標を達成するた

めの施策・事業等を整理して、地域公共交通計画を作成します。私からの説明

は以上でございます。 

【会長】 

ただいま、事務局の方から、説明をいただきましたが、何かご質問ご意見等

ございましたら、よろしくお願いいたします。 

【委員】 

はい、すみません、交通計画の策定ということで、令和 7 年度事業からの

バスの運行補助金、フィーダー補助金の絡みもあってですね、計画を策定され

るのかなっていうとこもあるんですけど、そのフィーダー補助金と計画の連

動化が 7 年度事業から始まるんですけど、そこら辺の計画への入り込みを今

回の策定でやられるっていう理解でよろしいですか。 

【事務局】 

そのとおりでございます。 

【委員】 

ありがとうございます。 

【委員】 

 予算書の件で、現在 328 万 8000 円、前年比較はどうでしょうか。増減は

どうなってますか。 

【事務局】 

今回、数年ぶりに計画策定業務を発注いたしますので、資料は持ち合わせて

ないんですけれども、今回の予算としては 328 万 8000 円を予定しておりま

す。 

【委員】 

前年度増減は。 

【事務局】 

前年までの実績がございませんので、よろしくお願いします。 

【会長】 

他によろしかったでしょうか。それでは、無いようでございますので、採決

をさせていただきます。令和 5 年度の予算及び、垂井町地域公共交通計画策

定支援業務発注につきまして、皆様方の同意をいただけますでしょうか。 
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【委員】 

（承認） 

【会長】 

ありがとうございました。それでは、同意をいただいたということで、令和

5 年度予算及び垂井町地域交通計画策定支援業務発注につきましては、業務の

発注を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、今年 10 月からですね、国庫補助事業を申請するために行って

まいります、令和 6 年度生活交通確保維持改善計画につきまして、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

【事務局】 

次に議事の（２）の説明をいたします。資料２の、まずは後ろから２ページ 

目の国交省のカラーの資料をご覧ください。本町の巡回バスは、国の地域公共

交通確保維持事業の陸上交通：地域内フィーダー系統補助という補助を受け

て、運行をしております。補助対象系統のイメージ図右下の交通不便地域とし

て、地方運輸局長等が指定する地域フィーダー系統に該当しております。この

国の補助を受けるために生活交通確保維持改善計画を策定するものでござい

ます。参考に地域内フィーダー系統というのは、当町の巡回バスが地域間交通

ネットワークであるＪＲ東海道本線の垂井駅と接続する系統ということでご

ざいます。それでは、最初のページにお戻りください。令和６年度計画でござ

います。期間としましては令和５年 10 月１日から令和６年９月 30 日までと

なっております。表紙の裏側、２ページ目をご覧ください。１の地域公共交通 

確保維持事業にかかる目的、必要性につきましては、一番下の段落にございま

すように、本計画における町巡回バスについては、ＪＲ垂井駅で接続している

ほか、私用な公共施設、病院、商業施設を経由するなど、利用者ニーズに沿っ

た路線となっています。高齢者を中心としたマイカーを利用することができ

ないような住民が、日常生活を送るためにきわめて重要な手段となっており

ます。これらの路線について持続可能な運行を維持していくために、地域公共

交通確保維持改善事業費補助金を活用し、持続的にサービスを提供できる公

共交通を目指していきます。 

３ページ目をご覧ください。地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効

果でございますが、（１）事業の目標では、令和４事業年度までの実績をもと

に平均伸び率を算出し目標値を設定しております。また、費用対効果の数値目

標としては、現状のままおさえていくというような目標を設定しております。

続いて、４ページでございますが、（２）事業の効果としましては、交通不便

地域の高齢者など交通弱者の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保され、

より活発な地域間交流及び社会参加の機会を促進し、地域活性化につなげて
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いきたいと考えております。対象人口は、４月１日現在のものでございます。 

次に３の２の目標を達成するために行う事業及び実施主体でございます。

①から⑤までは、毎年度、継続的に実施をしているところです。ここで、本日

の資料には、記載がございませんが、今年度からサービスを開始しておりま

す、「親子パス」、「１日乗車券」について、⑥の事項といたしまして、次のよ

うに追記させていただきます。⑥親子や妊娠中の方の運賃を無料とする「親子

パス」、１日乗り放題の「1 日乗車券」を導入し、子育て支援、利便性の向上

により、利用者の増加を図ります。 以上となりますのでよろしくお願いいた

します。 

次に４の地域公共交通確保維持事業により運行確保を維持する運行系統の

概要及び運行予定者につきましては、表１を添付しております。２枚めくった

次のＡ４横長の表１をご覧ください。運行予定者は、垂井町でございます。各

路線におけます運行系統、キロ数、日数、運行回数等を記載しており、計画運

行日数は 243 日、1 日８回で各路線 1,944 回を予定しております。また、表

の右の方では、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の基準に適

合していることを示しております。添付書類として次にＡ３の路線図を付け

ております。それでは５ページにお戻りください。12 の地域公共交通確保維

持改善事業を行う地域の概要につきましては、表５を添付しております。ペー

ジを何枚かめくっていただきＡ３のカラーの路線図の次のページ、表５をご

覧ください。人口集中地区以外の人口は、令和２年度の国勢調査ベースで

13,027 人、交通不便地域等の人口については、11,377 人で局長指定により

前年度末の住民基本台帳ベースとなっております。次に、その内訳が記載して

います。添付書類として、次に人口集中地区図面を付けております。赤で示し

てありますのが人口集中地区で、それ以外が人口集中地区以外のところでご

ざいます。次の書類が、交通不便地域で、鉄道駅等のからの１キロ円を外した

濃い赤いところが、交通不便地域になります。 

それでは５ページにお戻りください。17 の協議会の開催状況と主な議論に

つきましては、平成 26 年度からの開催状況を記載しております。次の次、７

ページ目をご覧ください。本日の開催までを記載しております。 

生活交通確保維持改善計画については、以上でございますが、最後のページ

をご覧ください。参考までに令和４年度の実績一覧表を付けております。右

下、１日の平均利用者数は、平成 26 年度の旧路線の数値は上回ってはおり、

令和２年度の 98.1 人よりも増加していますが、新型コロナウイルス感染症の

影響もあったかと思われます。今後とも適正な巡回バスの運行をしてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いします。私の方からの説明は、以

上です。 
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【会長】 

ただいま事務局から説明をいただきましたが、何かご質問等ございますか。 

【委員】 

最初に配っていただいた、国土交通省の資料で左側の方で補助率のところ

ですね、１／２（上限額 500 万円又は 1500 万円（地域公共交通計画）、1000

万円（地域公共交通利便増進実施計画）、500 万円などと書いておりますが、

これ、どういうふうに判断するのですか。 

【事務局】 

今年度、１／2 の補助率でございますので、事業費の 328 万 8000 円の   

１／２の額を国の方に要望しておったんですけども、全国各地において、この

事業の補助金を使うところがたくさんございますので、国の方から満額補助

ができないということでしたので、今年度の国の方からの補助金といたしま

しては、82 万 2000 円の事業費となっております。 

【委員】 

上限から比べてかなり低いところに落ち着いたんだよね。この助成金を取

れる交通不便地域があるということやね。 

【事務局】 

全国に同じような状況の地域がございますので、応募が多数あったという

ことです。 

【会長】 

その他よろしいでしょうか。それでは、無いようですので採決させていただ

きます。令和６年度生活交通確保維持改善計画につきましては、岐阜運輸支局

へ提出することについて、皆さまの同意をいただけますでしょうか。 

【委員】 

（承認） 

【会長】 

ありがとうございます。ご異論もないようでございますので、令和６年度生

活交通確保維持改善計画につきましては、岐阜運輸支局へ提出させていただ

きますのでよろしくお願いします。議事につきましては、本日２件でございま

すので、これで終わりとなります。せっかくの機会ですので、何かございまし

たら発言よろしくお願いします。事業者の方で、今現在の状況といいますか、 

コロナがある程度収まったところで、事業者の皆さんにお話していただきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

【委員】 

うちの方は、タクシー業務、バス業務をやらせていただいておりますが、コ

ロナ禍により、タクシーの方は、半分になりまして、バスの方は、ほぼ動いて
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いない状況ではありましたが、最近になりまして、状況としましては、タクシ

ーの方は、午前中は戻ってきたなというところで、ただ夜が戻っていないとい

うところで、そのようなドライバー配置も変更しました。ここへ来て、少し夜

の方も動き始めたかなというところですが、なかなか今度は、ドライバー手当

の方が難しいです。同じようなことがバスの方も言えまして、だんだんと旅行

の需要も徐々に増えてきてはおるんですけど、なかなかそこに対応するドラ

イバーの確保ができるのが難しい、現状としましては、そのような状況です。 

【会長】 

ありがとうございます。続きまして、お願いします。 

【委員】 

いつもタクシー業務にご理解いただきありがとうございます。状況は今、ス

イトさんがおっしゃったような形なんですが、急に増えた需要に対して、ドラ

イバーの数が足りてないのが現状でですね、特に大垣駅等ですね、垂井駅もで

すが、午前中にやはりビジネスマンが 

タクシー待ちをたくさんされてるっていう現状がありまして、ちょっと覗き

に行くと申し訳ない感じがあるんですが、おそらく今の製造業とかですね、飲

食業、私もそうです、バスもそうですが、全体的にどこもかしこも求人が必要

っていう現状です。そうは言っても、地元の公共交通やってるっていうこと

で、徐々にといいますか、今、若い方を入れてですね、以前は、ご年配のドラ

イバーさんが多かったので、ちょっと機動力を上げてですね、その部分を補お

うというところで、先日も 20 代の若い子が入ってくれて、今、張り切って頑

張ってもらっています。ですので、求人に関しては、喉から出るほどご紹介と

かいただきたいんですが、地道にやるしかないのかなと。それぞれお仕事は、

今、たくさんあるので寂しいことはありませんので、そちらに向かって、努力

していく必要があるというところです。また何かお力添えいただけるような

ことがあれば、またよろしくお願いいたします。以上です。 

【会長】 

続きまして、お願いします。 

【委員】 

いつもお世話になっております。ドライバー不足の話が深刻というのは、ど

こも問題になったんですけれども、後程バス協会さんもお話されると思いま

すが、今、トラックなどで 2024 年問題っていうのが騒がれとるんですけど

も、実はバスも、その基準でなってきまして、働き方の見直しっていうことで、

普通に今と同じことやってても人数が足りないんで、また足りなくなるって

いう、そういう状況になっていこうかと思います。実際ですね、垂井ではない

んですけれど、山間地域などはバスの運転者がいないことによって路線バス
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がなくなる、本数が少なくなったという、補助金とかで支えても、人がいなけ

れば、公共交通が維持できないということが全国的に始まっておりますので、

バス事業者や業界だということではなく、この地域の問題にまさしく直結す

る話でございますので、こういう場でですね、いろいろとドライバーのタクシ

ーもそうですし、バスもそうですし、鉄道も結構大変なんですね、今、そうい

うお仕事に魅力がなくなったかどうかわかりませんけど、朝早い、夜遅い、休

みが不特定っていうことですね、ちょっとずつ外国人の労働力を変えなきゃ

いけないんじゃないかというぐらいの話が今出ておりますので、それは後程

バス協会様からで、名阪近鉄バスのお話をさしていただきますと、おかげさま

でＩＣカードを導入しました。不破高スクール線での利用が、ＩＣカード、か

なりいらっしゃいます。ということは、鉄道で乗られた方が、ＩＣカードで、

トイカが多いと思いますけど、それをそのままバスでもご利用していただく

っていうことで、前年より利用者がちょっと増えておりますので、このＩＣカ

ード、導入が 3 月 13 日の当日でも、300 人の方が利用されて、今、1,200

～300 人ということで、これ一回、年寄りの方が使わないんじゃないかって

いうふうにみんな言われたんですけど、実はご年配の方が、障害を持った方

が、かなり利用されておりまして、何がいいかというと、お金のチャージをコ

ンビニでできると、鉄道の駅や、今まで切符とかは、バス会社でバスの中で買

ったりしなきゃいけないとか、またＪＲの大垣駅さんも名阪近鉄バスに使え

るよとかいうことをＰＲしてくださってるので、こういう、ちょっと取っつき

にくいかもしれませんけど、ＩＣカードや、最近スマホの乗車券も出ておりま

して、それも若い人しか使わないかなと思ったら、実はご年配の方が使われ、

養老町さんの方においては、養老ペイっていうのがあって、それをデマンドバ

スで使えるんですけど、いろいろ特典つけたら、家族の方や、お孫さんから聞

いててもやはり、マイナポイントじゃないですけど、ポイントが欲しいもん

で、結構使うと意外に使えるよっていうのがあるので、これの紹介なんですけ

ど、垂井町さんの方も乗車券出されたら、定期券とかそういうものを、役場ま

で行くの面倒だったら、ご自宅で、家族の方に聞いたら、これでできるよって

いうのを一度、計画の中に入れたらどうかなということでちょっと意見とい

うか、アイディアですけれども、こんな参考になると思いますけど、計画に盛

り込まれると、もっと親しみやすいバスになるんではないでしょうか。以上で

す。 

【会長】 

ありがとうございました。お願いします。 

【委員】 

最近のですね、バス業界に係る動きというか、状況をちょっとお話したいな
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と思います。先ほどから人手不足、運転者不足というのは、もうご承知のとお

りでございます。物流と一緒に、人流の部分でもですね、非常に厳しいという

ところでございます。そんな中でですね、最近ちょっと調査がありましてです

ね、岐阜県下に、県内に本社のある 46 社に対してですね、運転手不足の状況

と、あと外国人の採用意向という部分の調査を行いました。その中で回答が、

約半分 20 社から回答がございまして、県内利用者ですけれども、その 20 社

の車両数が 918 台という、持ってる会社なんですけども全部で、不足する乗

務員が全部で 140 名足らないというふうに回答がございました。単純に 20

で割って 7 名ぐらいですね、７名足らないというような状況にありますので、

その中で、外国人の補充希望は 17 名というような調査がございました。確か

に外国人の労働者に頼らざるを得ないような状況になっているというような

ことです。我々の業界も運転者を確保するために、大型二種の補助の免許の、

異種免許補助の助成とか、これについては県さんとか、国も支援していただい

ておりますけれどもそういった支援、また、事業者さん自体の努力の中でもで

すね、運転士の紹介について、今までは 5 万円の手当だったけれども 20 万円

払いますよというようなですね、自分のところの身銭を切ってですね、運転手

の確保に努めていくというような努力をしているところでございます。先日

も飛騨の方の公共交通会議で出さしていただきまして、やはりそこでももう、

利便を維持していくには当然、各維持していくためにも運転手はどうなんだ

という話が市長さんから、組長さんからも心配されておりまして、組長さん自

身も、もう運転手さんを公務員にしようかとかですね、あと過疎地における仕

事の確保という意味でもですね、ドライバーさんという職を紹介してですね、

移住ですね、本当に来てもらって、やっぱ山間部なので人が少ないので、そう

いったところを呼び込まなきゃいけないじゃないかというような話とか、そ

ういう考えてみえる自治体さんもございます。本当にこの運転手不足という

のは、今後ですね、公共交通の今の状況で維持できるかどうか、今、瀬戸際と

いうふうに感じております。今から、本当に今日はないと、今後のですね、高

齢化がますます進んでいく中で、今は乗れるけども、10 年後に、自分が車を

手放さなきゃいけなくなった時にあるかどうかというようなですね、今のう

ちに、広域的にこの問題考えていかないと本当に大変な状況かなというふう

に思っております。輸送の状況なんですけども、コロナの方で大分ダメージを

受けましたけれども、受けた中で一般の路線の分につきましては、大体 7 割

5 分から 8 割ぐらいの、コロナ前と比較して、回復状況には今のところなっ

ています。ただ、若干県内にも差がございまして、県内全部に比べると若干西

濃地域の部分が 10 ポイントぐらい低いというような状況です。これは路線バ

スですので、乗り入れ事業の方なんですけれども、貸切はといいますと、旅行
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の形態が大分個人旅行というものが、皆さんなってきたという傾向がござい

ます。そんな中で、学校関係については、修学旅行等については、ほぼ確保と

いうか、依頼等があっていいんですけれども、団体旅行は本当に少ない。今ま

での消防団とか、自治体さんの団体が少ないということで、今後はですね、そ

こに向けて団体旅行の魅力を我々業界としても、魅力を訴えていくというよ

うな中で、収益アップを目指して、事業本体のですね、会社そのものの継続が

図れるようにしてくれないといけないなというふうに思っているところでご

ざいます。そのような状況です。 

【会長】 

はい、ありがとうございました。よろしいですか、せっかくなので。 

【委員】 

そしたら、ちょっとＰＲさせていただきます、前回も取り上げましたけど、 

西美濃ライナー出向運行で、また引き続き行っております。週末は、愛地球博

記念公園ジブリパークの方へ、バスが直通の便もありますので、特にお子様連

れの方が、実は垂井の方からパレットピア大野まで車で来て、そこからベビー

カーをバスに乗せて直接行かれたりというのもちょっと聞いておりますの

で、乗り換え無しで名古屋へ行けますので、ぜひまた口コミで広げていただけ

たらと思います。ちょっと電車が垂井町さんはありますので、ＪＲさんのご利

用も引き続きていただきながら、親戚の方から、大野や安八の方の方とかいら

っしゃったら紹介していただけたらなと。 

【会長】 

はい、ありがとうございました。 

ただいまの事業者団体の方が、現在の状況についてお話をいただきました。 

ドラ-バー不足が深刻な問題ということでましたので、参考にしていただくと

ころは、参考にしていただきまして、協力できるところは協力していただきま

すようお願い申し上げます。その他に、これだけは言っておきたいなというの

はよろしいでしょうか。それでは、議事の方につきましては、これで終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。それでは事務局の方にお返ししま

すのでよろしくお願いします。 

【事務局】 

はい、ありがとうございました。 

また、議事につきましては、それぞれご承認いただきましてありがとうござ

いました。今年度、巡回バス、また計画策定にしっかりと努めて参りますので、

よろしくお願いいたします。また、先ほどいろいろご提言をいただきました、

利用者の方もですね、利便性の確保ということからしても、しっかりと検討し

てまいりたいのでよろしくお願いいたします。最後にですね、3 のその他でご
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ざいますが、垂井町地域公共交通会議設置要綱の一部改正について、事務局か

ら説明させていただきます。 

それでは、要綱の一部改正について説明させていただきます。今年度、この

垂井町地域公共交通会議で、予算を組みまして法定計画を策定する業務を執

行するうえで、令和５年６月１日付けで要綱の一部改正を行いました。改正内

容としましては、最後の資料 その他 として添付してある新旧対照表のとお

りでございます。第２条の事務所について及び第５条の監事について、第９条

から第１１条の財務に関する事項等について追加しました。今後、この要綱に

基づきまして、事業を進めさせていただきます。私の方からの説明は、以上で

す。私の方からは以上です。 

はい、ただいま事務局から説明をさせていただきました、要綱の一部改正に

つきまして、何かご質問等があれば、よろしくお願いします。 

【委員】 

いつからですか。 

【事務局】 

今年の６月１日からです。それではよろしくお願いいたします。 

本日予定しておりました会議次第、すべて終了させていただきました。以上

をもちまして、本日の会議を閉じさせていただきます。お忙しい中ご出席いた

だきまして、ありがとうございました。 

 

 


